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 附則 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この組合は、行田羽生資源環境組合（以下「組合」という。）という。 

（組織） 

第２条 組合は、行田市及び羽生市（以下「構成市」という。）をもって組織する。 

（共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同して処理する。 

⑴ 一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を除く。次号において同じ。）の整備に

係る計画の策定に関する事務 

⑵ 一般廃棄物処理施設の整備及び稼働後の管理運営に関する事務 

⑶ 前２号に附帯する事務 

（事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、行田市本丸２番５号、行田市役所内に置く。 

第２章 議会 

（組合議員の定数及び選挙） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、９人とし、そ

の選出区分は、次のとおりとする。 

行田市 ５人 

羽生市 ４人 

２ 組合議員は、構成市の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙する。 



（組合議員の任期及び失職） 

第６条 組合議員の任期は、構成市の議会の議員としての任期とする。 

２ 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 組合議員が構成市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

（組合議員の補欠選挙） 

第７条 組合議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。 

（議長及び副議長） 

第８条 組合の議会に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。 

第３章 執行機関 

（管理者及び副管理者の設置及び選任） 

第９条 組合に管理者及び副管理者を置く。 

２ 管理者及び副管理者は、構成市の長の協議により構成市の長のうちからこれを

定める。 

（管理者及び副管理者の任期） 

第１０条 管理者及び副管理者の任期は、構成市の長の職にある期間とする。 

（管理者及び副管理者の職務権限） 

第１１条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及

び執行する。 

２ 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（職員） 

第１２条 組合に会計管理者その他の職員を置く。 

２ 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。 

（監査委員） 

第１３条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者

のうちからそれぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあってはその議員の任



期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とす

る。 

第４章 経費 

第１４条 組合の経費は、構成市の負担金及び事業により生ずる収入その他の収入

をもってこれに充てる。 

２ 前項の負担金は、別表の割合をもって構成市が負担する。 

３ 第１項の規定により難い事由が発生したときは、組合の議会の議決を経て別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 組合議員の選出その他のこの規約の施行に関し必要な行為は、この規約の施行

前においても行うことができる。 

別表（第１４条関係） 

発生期日 負担割合 

組合設立の日から共同整備する施設の供

用開始の日の属する年度の末日まで 

均等割 １００分の２０ 

人口割 １００分の８０ 

共同整備する施設の供用開始の日の属す

る年度の翌年度以後 

均等割 １００分の２０ 

ごみ量割 １００分の８０ 

 備考 

 １ 人口割の基礎となる人口は、当該年度の初日の属する年の１月１日現在にお

ける住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により住民基本台帳に

記録されている者の数による。 

 ２ ごみ量割の基礎となるごみの量は、当該年度の前年の１月１日から１２月末

日までに組合に搬入されたごみの量による。ただし、組合に搬入された当該年

度の前年のごみの搬入期間が６月に満たないときは、人口割をもって負担する

ものとする。 

 


